
｢新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第2報)」(介護保険最新情報Vol.770 令和2年2月24日付厚労省事務連絡）

[新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)」(介護保険最新情報Vol.773 令和2年2月28日付厚労省事務連絡）

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第4報)」(介護保険最新情報Vol.779 令和2年3月6日付厚労省事務連絡）

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第5報)」(介護保険最新情報Vol.796 令和2年3月26日付厚労省事務連絡）

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第6報)」(介護保険最新情報Vol.809 令和2年4月7日付厚労省事務連絡）

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(介護保険最新情報Vol.813 令和2年4月9日付厚労省事務連絡）

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)」(介護保険最新情報Vol.816 令和2年4月10日付厚労省事務連絡）

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第9報)」(介護保険最新情報Vol.818 令和2年4月15日付厚労省事務連絡）

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第10報)」(介護保険最新情報Vol.823 令和2年4月24日付厚労省事務連絡）

※通知については、以下「国通知第○報」と標記します。

令和2年4月28日時点

No サービス種類 キーワード 質問 回答

1
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所介護事業所・通所リハビリテー
ション事業所（以下、通所系事業所）
が、居宅を訪問し、サービスを実施
することについて

自主休業の場合であったとしても、通所系事業所の職
員が自宅を訪問して、できる限りのサービスを実施し
た場合、報酬請求をすることはできるか。

自主休業の場合であったとしても、報酬請求をするこ
とはできます。（介護保険最新情報vol.773　問３）

※Q&Aの内容は掲載当時の内容であり、厚生労働省発出のQ&A等の内容により変更される場合があります。
※関連する介護保険最新情報も併せてご参照下さい。
※例外的な取扱いになるため、利用者及びその家族に十分に説明して下さい。

 「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚労省事務連絡）

「通所系サービスにおける休業に伴う、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」に係るQ&A（本市取扱い）



2
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所系事業所が、居宅を訪問し、
サービスを実施することについて

通所系事業所が、居宅を訪問し、個別サービス計画
の内容を踏まえ、できる限りのサービスを実施した場
合、報酬請求ができるとされている。しかし、通所介護
であれば２時間以上（通所リハビリテーションであれば
１時間以上）の提供ができないことも考えられるが、報
酬請求はできるのか。
また、報酬請求ができる場合、下限の時間はあるの
か。例えば、最低３０分はサービス提供はしないとい
けないという決まりはあるか。

通所介護事業所が居宅を訪問してのサービス提供が
２時間未満（通所リハビリテーションであれば１時間未
満）になった場合は、２時間以上３時間未満（通所リハ
ビリテーションであれば１時間以上２時間未満）の報酬
区分で報酬請求をすることになります。
この場合、下限の時間はありません。個別サービス計
画の内容を踏まえ、利用者の状態に応じて、適切に
サービス提供を行ってください。
（介護保険最新情報vol.770　別紙１）

3
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所系事業所が、居宅を訪問し、
サービスを実施することについて

通所介護事業所において通常提供しているサービス
に対応する訪問サービスを提供するため、朝１時間３
０分・昼２時間・夕方２時間３０分の合計６時間のサー
ビスを提供することになった。この場合、どのように報
酬請求をするのか。

原則としてサービス毎の報酬請求となるため、この例
では「２時間以上３時間未満」を３回請求することにな
ります。
しかし、個別サービス計画上「７時間以上８時間未満」
が予定されている場合は、「２時間以上３時間未満」３
回分の報酬＞「７時間以上８時間未満」１回分の報酬
となるため、「７時間以上８時間未満」１回分で報酬請
求をすることになります。
また、サービス提供時間を通算するわけではありませ
んので、「６時間以上７時間未満」１回分の報酬請求で
もありません。
（介護保険最新情報vol.770　別紙１）

4
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所系事業所が、居宅を訪問し、
サービスを実施することについて

通所系事業所が、居宅を訪問し、サービスを実施した
際は、どのように記録すればいいか。

訪問日、サービス開始時間及び終了時間、訪問者の
氏名、サービス提供の内容等を記録してください。



5

通所介護・地域密
着型通所介護・認
知症対応型通所
介護

通所系事業所が、居宅を訪問し、
サービスを実施することについて

居宅を訪問するのではなく、電話での安否確認によ
り、報酬算定をすることはできるか。

令和２年４月６日以前の取扱い
実際に居宅訪問をしたうえでサービス提供した場合
に、報酬算定をすることができます。電話対応のみで
は報酬算定をすることはできません。

令和２年４月７日以降の取扱い
利用者等の意向を確認した上で、健康状態、直近の
食事の内容や時間、直近の入浴の有無や時間、当日
の外出の有無と外出先、希望するサービスの提供内
容や頻度等について、電話により確認した場合、あら
かじめケアプランに位置づけた利用日については、所
定の回数まで、相当の介護報酬の算定が可能です。
なお、その場合は電話により確認した事項について、
記録を残しておく必要があります。

※当該回答の取扱いに関しては国通知第６報発出日
の令和２年４月７日より変更となります。
※No12参照

6
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所系事業所が、居宅を訪問し、
サービスを実施することについて

通所系事業所が、居宅を訪問し、サービスを実施する
場合、送迎減算の適用となるか。

送迎減算の適用とはなりません。

7
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所系事業所が、居宅を訪問し、
サービスを実施することについて

通所系事業所が、居宅を訪問し、入浴介助を行った場
合、入浴介助加算を算定することはできるか。

従前から入浴介助加算が算定されていた場合におい
ては、算定をすることができます。（介護保険最新情報
vol.770　別紙１なお書き）

8
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所系事業所が、居宅を訪問し、
サービスを実施することについて

通所系事業所と有料老人ホームが併設しており、通
所系事業所の職員が居室を訪問してサービスを実施
する場合、同一建物減算の適用となるか。

従前から同一建物減算が適用されていた場合におい
ては、同一建物減算の適用となります。(介護保険最
新情報Ｖol.770　別紙１なお書き)



9
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所系事業所通所介護事業所が、
居宅を訪問し、サービスを実施する
ことについて

通所系事業所通所介護事業所を休業し、利用者宅へ
の訪問に振り替える場合、居宅サービス計画書の変
更、通所介護計画書・通所リハビリテーション計画書
の変更は必須か。

各計画書の変更は必須ではありませんが、変更した
サービス内容については記録に残してください。

国通知第８報の発出により変更
「国通知第８報問１の（答）」のとおりです。
通所リハビリテーションにおいても同様となります。

なお、国通知第８報の発出により、発出以前において
本市取扱いに基づき計画の変更をしていない事例に
おいても計画の変更が必要となります。

電話による安否確認についても同様に計画の変更が
必要となります。

10
通所介護・通所リ
ハビリテーション

通所系事業所が、居宅を訪問し、
サービスを実施することについて

通所系事業所を休止せず、事業所におけるサービス
提供と、居宅訪問を並行して実施することはできる
か。

並行して実施することはできます。（介護保険最新情
報Vol.779　問１）

11
予防専門型通所
サービス

予防専門型通所サービス事業所
が、居宅を訪問し、サービスを実施
することについて

介護保険最新情報vol.770により、通所介護において、
感染拡大防止のため休業している間に、当該事業所
の職員が居宅を訪問しサービスを提供した場合、実績
に応じた報酬区分の算定をすることができることとされ
たが、予防専門型通所サービスの場合はどうなるか。

算定をすることができます。
具体的な算定方法につきましては、別紙の「感染拡大
防止のために休業した予防専門型通所サービス事業
所の職員が居宅訪問してサービスを提供した場合の
報酬の取扱いについて」をご参照ください。

12

通所介護・地域密
着型通所介護・認
知症対応型通所
介護・通所リハビ
リテーション

通所系事業所における電話による
安否確認について

国通知第６報の問１及び第７報の問２において、「利用
者等の意向を確認した上で」とあるが、過去に市から
の休業要請を受け、その期間中に電話による安否確
認を行った場合、遡って利用者等の意向を確認し、介
護報酬を算定することは可能か。

不可。本取扱いは国通知後から適用されます。
※国通知第６報（令和２年４月７日付）
　 国通知第７報（令和２年４月９日付）

13

通所介護・地域密
着型通所介護・認
知症対応型通所
介護

事業所における電話による安否確
認について

電話による安否確認を行った際、利用者が外出先で
応答した場合においても介護報酬の算定は可能か。

可能。

14
運動型通所サー
ビス・ミニデイ型
通所サービス

新型コロナウイルスの影響により休
業した場合、利用期間について

運動型、ミニデイ型通所サービス事業者が、新型コロ
ナウイルスの影響により休業した場合、利用期間どう
なるのか。

休業期間分を利用期間に上乗せして延長することが
可能です。また、利用者自身が外出自粛などでなどで
休んだ場合も、同様の取扱いとします。


